
石垣市最終処分場処分容量確保事業業務委託に係るプロポーザル実施要領 

業 務 説 明 書 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

石垣市最終処分場処分容量確保事業業務委託 

（２）業務内容 

別添「石垣市最終処分場処分容量確保事業業務委託仕様」（以下「仕様書」という。）

に示すとおり。 

（３）技術提案（プロポーザル）を求める具体的内容 

別添仕様書に示すとおり。 

 

２ 参加資格要件 

本業務に係る技術提案（プロポーザル）への参加資格要件は次のとおりとします。 

（１）参加者の構成 

ア 次の要件を満たす特定業務共同企業体（以下「企業共同体」という。）であること。 

（ア）構成員の数は、３者以上とすること。 

（イ）構成員の出資比率は、共同企業体の代表者となる構成員（以下「企業体代表者」

という。）は５０％以上、企業体代表者以外の構成員はそれぞれ１０％以上であ

ること。 

（ウ）構成員のうち少なくとも１者は、石垣市内に本社を有するものであること。 

（エ）構成員のうち少なくとも１者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）における石垣市の一般廃棄

物処分業の許可（第７条第１項）若しくは産業廃棄物処分業の許可（第１４条第

１項）を有していること。 

（オ）構成員は、石垣市最終処分場処分容量確保事業業務委託に係る技術提案（プロポ

ーザル）に参加する他の共同企業体の構成員として重複しないこと。 

イ 企業体は、次の要件を満たす構成員で構成すること。 

（ア）次に掲げる基準を満たす者を業務現場に専任で配置できる者であること。 

a 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で、かつ土木工事

業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者であること。 

b 見積書提出期限日の前日から起算して３月以上継続して直接的な雇用関係に

ある者であること。 

（イ）本業務に当たる管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、参加申請者（企画提



案者）に所属しており、本業務の公告日現在において 3 か月以上の雇用関係にあ

る者に限ること。 

 

（２）資格要件 

ア 全ての構成員が参加表明書提出の日から契約に係る見積書の提出期限の日（以下

「見積書提出期限日」という。）までの間において、石垣市から建設工事、建設関

連業務、庁舎等管理業務又は物品調達等に係る指名停止を受けていない者である

こと。 

イ 全ての構成員が廃棄物処理法第７条第５項第４号に掲げる要件に該当する者でな

いこと。 

ウ 全ての構成員が見積書提出期限日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１平

成１１年法律第２２５号年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、申立てがなされている場合において、更正手続又

は再生手続の開始決定日とした経営事項審査の再審査を受けている者を除く。 

エ 全ての構成員が見積書提出期限日において、銀行取引停止となっていないこと。 

オ 全ての構成員が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締

結のために必要な同意を得ているものを除く。）。 

カ 全ての構成員が次のいずれにも該当しない者であること。 

（ア）役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

（イ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認

められるとき。 

（ウ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

（エ）役員等が暴力団、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

（オ）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

（カ）役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと取引し、又は不当

に利用していると認められるとき。 



 

３ プロポーザルの日程（予定） 

プロポーザルの日程（予定）は次のとおりです。ただし、状況により前後する場合があり

ます。 

 

令和３年６月１１日（金） 業務説明書の交付開始、参加表明書・資格審査申請書・

技術提案書・見積書・質問書の受付開始 

令和３年 6 月２１日（月） 質問書の提出締め切り（午後５時まで） 

回答は随時ホームページで回答 

令和３年７月 ７日（水） 受付締め切り（午後５時まで） 

令和３年７月１４日（水） 参加資格・書類（１次）審査結果通知 

令和３年７月２８日（水） 書類審査通過者によるプレゼンテーション・審査 

令和３年８月 ４日（水） 審査結果通知 

 

 

４ 技術提案の手続等 

（１）参加表明書・資格審査申請書・技術提案書・見積書 の提出 

ア 提出期限 令和３年７月７日（水）午後５時まで。 

イ 提出場所 沖縄県石垣市美崎町１４番地 

石垣市 市民保健部 環境課  担当 佐和田 

電 話：０９８０－８２－１２８５ 

メール：seikatu@city.ishigaki.okinawa.jp 

ウ 提出書類 ７（１）に掲げる書類を各１部、７（２）に掲げる書類を各８部提出し

てください。 

エ 提出方法 指定様式により担当窓口に持参又は郵送（提出期限必着）とします。 

（２）本説明書等に関する質問書の提出 

ア 提出期間 令和３年６月１１日（金）から令和３年６月２１日（月）午後５時まで。 

イ 提出場所 （１）イに同じ。 

ウ 提出方法 指定様式により原則として電子メールによる提出とします。 

なお、電話での質問には対応いたしませんので御了承願います。 

エ 回答方法 随時、参加者へホームページにより回答します。 

（３）参加資格要件の確認 

ア 提出された参加表明書等の内容により参加資格要件を満たしているか確認します。 

イ 参加資格要件を満たしていない者の技術提案書については、審査の対象外としま

す。 

 



ウ 参加資格要件の確認基準日は、参加表明書の受付日とします。ただし、参加資格要

件確認後、業務受託候補者決定日までの間に、共同企業体の構成員のいずれかが参

加資格要件を欠くこととなった場合には、失格とします。また、業務受託候補者の

決定日から業務委託契約の締結日までの間に、共同企業体の構成員のいずれかが

資格要件を欠くこととなった場合には、業務委託契約を締結しないことがありま

す。 

（４）参加資格要件審査結果の通知 

ア 参加資格要件審査結果は、書面により通知します。 

イ 参加資格要件を満たしている者に対しては、書類（１次）審査結果通知と併せて通

知します。 

ウ 参加資格要件を満たしていない者に対しては、その旨の理由を付して通知します。 

 

５ 業務受託候補者の決定方法 

（１）石垣市最終処分場処分容量確保事業審査委員会 

業務受託候補者の決定に当っては、石垣市最終処分場処分容量確保事業審査委員

会（以下「審査委員会」という。）において技術提案の審査を行います。 

なお、審査委員会の審議及び委員名は非公開とします。 

（２）技術提案書の評価基準 

別紙「石垣市最終処分場処分容量確保事業業務委託プロポーザル評価基準」（以下

「評価基準」という。）のとおり。 

（３）技術提案の審査 

ア 別紙評価基準に基づいて審査を行い、審査委員会により評価点の高い提案者（概ね

３者）を選出します。 

イ 審査委員会において、アで選出した提案者のプレゼンテーションにより審査を行

い、最も評価点の高い提案者を業務受託候補者、第２位を次点業務受託候補者とし

て決定します。 

ウ 別添仕様書に規定する条件を満たしていない場合は、失格とします。 

（４）技術提案書の内容 

技術提案書の内容は、別紙評価基準における評価項目ごとに記載するものとし、作

成書類については７（２）によることとします。 

（５）書類審査通過者によるプレゼンテーション 

（３）アで選出された提案者のプレゼンテーションについては以下のとおり実施

します。 

ア 実施方法 各技術提案内容について説明を行っていただきます。 

イ 持ち時間 １提案者当り３０分程度とします。 

ウ 日  時 書類（１次）審査結果通知と併せて通知し、通知の１４日後を目途に行



う予定です。７月下旬を予定しています。 

（６）審査結果の通知 

ア プレゼンテーションによる審査の結果は、プレゼンテーションを行った提案者に

後日、書面で通知します。 

 

６ その他の留意事項 

（１）提出書類の作成・提出及びプレゼンテーションに要する費用は提案者の負担とします。 

（２）提出書類の作成及び契約手続において使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４

年法律第５１号）に定めるもの、通貨単位は日本国通貨、時刻は日本標準時とします。 

（３）技術提案に関する書類及び図面等の著作権は提案者に帰属するものとし、第三者の著

作権の使用の責めは、すべて使用した提案者に帰するものとします。 

（４）技術提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等についての日本国の法令

その他の規定に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工

事材料、施工方法、維持管理方法を使用した結果生じた責任は、提案者が負うことと

します。 

（５）提出された書類は、返却しません。提出期限後における提出書類の差替え及び再提出

は、認めません。 

（６）提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とします。 

 

７ 提出書類 

（１）参加表明書等の提出書類 

ア 参加表明書 

イ 資格審査申請書 

ウ 企業体代表者の参加資格要件に関する書類 

（ア）自認書 

（イ）配置（予定）技術者届出書 

エ 構成員の参加資格要件に関する書類 

（ア）委任状（企業体代表者と構成員の関係） 

（イ）委任状（本社と支店長等の関係） 

（ウ）会社概要書（構成員すべて） 

（エ）定款（構成員すべて） 

（オ）決算報告書（構成員すべて、直近３ヵ年） 

（カ）商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（構成員すべて） 

（キ）一般廃棄物処理業の許可証若しくは産業廃棄物処理業の許可証の写し又は廃棄

物の破砕、選別及び運搬等の実施に関し相当の経験を有していることを証明す

る書類（施工実績を証明する契約書の写し等） 



オ その他 

（ア）必要な一般廃棄物処理施設等の確保及び設置可能な時期について説明できる資

料（設置許可証やリース契約書の写し等） 

（２）技術提案書等の提出書類 

ア 技術提案書 

技術提案書の内容は、仕様書 第 6 章 技術提案事項に示すとおりであり、以下の事

項について提案することとします。なお、様式に規定はなく、参考資料を添付するこ

とは妨げません。 

（ア）業務の基本方針（A4、3 枚以内） 

（イ）業務の実施工程（A4、5 枚以内（A3 折込可）） 

（ウ）業務の実施体制（A4、5 枚以内） 

（エ）業務実績（A4、3 枚以内） 

（オ）処理業務計画のうち、処理計画（A4、5 枚以内（A3 折込可）） 

（カ）処理業務計画のうち、運営・管理計画（A4、5 枚以内（A3 折込可）） 

（キ）環境への配慮（A4、5 枚以内（A3 折込可）） 

（ク）地域経済への貢献（A4、5 枚以内） 

（ケ）県等関係機関との調整事項（A4、5 枚以内（A3 折込可）） 

イ 見積書 

ウ 再委託予定一覧表 

 

８ 契約 

（１）予定価格 

予定価格は、業務受託候補者の提案業務内容及びその提案を実施するために必要

な業務費の見積書を参考に算定します。 

（市は、減容化費用として 1m3 当たりの費用を事業者と協議のうえ決定し事業者に

支払うこととします。） 

（２）契約手続 

ア ５によって決定した業務受託候補者と見積り合わせによる随意契約（地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第２項）を行い、契約を締結します。 

イ 業務受託候補者との契約が成立しない場合は、次点業務受託候補者と交渉を行い

ます。 

（３）契約の解除 

 業務受託者の責めにより、技術提案時の提案内容が実施されていないと判断された

場合は、契約を解除することがあります。 

（４）契約の延長 

   事業終了後、業績評価を行ったうえで継続が望ましいと判断された場合に、次年度以



降の長期継続契約又は債務負担行為等の契約につながることが可能となる。 

（５）支払条件 

前払、中間払及び部分払：有 

前払の金額：契約書に定める予定額の１０分の３以内 

（６）契約保証金 

契約金額の 10 分の１以上の額 

９ その他 

（１）受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受託者が委託契約上の債務を履行しない場合、市は受託者に対して改善勧告を申

し入れます。 

また、改善勧告を行っても改善が認められない場合は、業務の対価の減額又は支払

停止措置をとることとし、また、委託契約を解除できるものとします。 

市が委託契約を解除した場合、受託者は市に生じた損害を賠償するものとします。

万が一受託者が破綻した場合、市は委託契約を解除します。 

（２）市の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

市の債務不履行により業務継続が困難となった場合には、受託者は、委託契約を解

除することができるものとします。この場合、市は、受託者に生じた損害を賠償する

ものとします。 

 

 

  



評価基準と配点 

評価項目 評価基準 配点 

技術評価 

基本的 

事項 

業務の基本方針 

業務委託仕様書、石垣市最終処分場処分容量確保事

業の趣旨・内容を十分に理解し、業務を遂行できる

提案が行われているか評価する。 

15 

業務の実施工程 

業務委託仕様書に規定する期間内で、早期着工・早

期完了等のスピード感に配慮しつつ、廃棄物を適正

に処理できる提案が行われているかを評価する。 

10 

業務の実施体制 

業務の実施に際し、複数の事業者と連携を図るとと

もに、適正な技術者を配置し、安全かつ確実な業務

実施体制が構築されているか評価する。 

10 

業務実績 
過去の業務実績等により、廃棄物を適正かつ円滑に

処理する知識・経験等を有しているかを評価する。 
10 

処理業務 

計画 

処理計画 

迅速かつ適正な処理を実現できる計画となっている

か、廃棄物の具体的な中間処理方法や、処理後の残

渣等の具体的なリサイクル方法等について提案がさ

れているか評価する。 

30 

運営・管理計画 

廃棄物の数量及び安全性の管理等が適正に行える

か、緊急事態に配慮しつつ、円滑に、かつ継続して業

務が遂行できる内容となっているかを評価する。 

15 

環境への配慮 
周辺環境や作業環境の保全に配慮した提案がされて

いるか評価する。 
10 

地域経済へ

の貢献評価 

地域経済 

への貢献 

地元事業者との 

連携 

地元事業者を活用した業務実施体制の提案がされて

いるか評価する。 
10 

地元雇用 
地元雇用を優先した業務実施体制の提案がされてい

るか評価する。 
10 

調整能力 

評価 
県等関係機関との調整事項 

関係機関との調整に必要な書類を把握しているか、

協議時期について提案がされているか評価する。 
10 

ヒアリング 

説明内容 

説明内容の的確性。業務理解度・実施方針・体制の

妥当性及び技術提案の的確性が十分に説明されてい

るか。 

10 

説明態度 
説明の分かりやすさ、説明者の業務に対する意欲が

強く感じられるか。 
10 

質疑応答 
質問内容を的確に把握して、分かりやすく適切な回

答がされているか。 
10 

価格評価 
見積価格 

(税込み) 

見積価格に基づき、下記の算式により算出した点数

とする。４０×（最低見積価格）／（見積価格） 
40 

合 計 200 

 


